
 

依頼試験（KISTEC事業名：試験計測）及び機器使用における料金の減免について 

項番 減免が適用される条件 減免摘要期間 減免割合 提出いただく書類 

２ 

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく経営革新計

画の承認を受けた県内中小企業者が実施する計画承認に係る研究開発

のための試験等 

承認された期間 ５０％ 

・承認書の写し 

・計画書の写し 

・減免申請書 

３ 

神奈川県産業集積促進方策に基づく施設整備等助成制度による助成対

象と認定され、助成金を交付された設備投資に係る中小企業の事業所

（既存の県内中小企業については、他の事業所を含む。）からの試験等 

５年間 

（当該設備による操業開始日

から 5 年間に限り適用する。） 

５０％ 

・交付決定通知書の写し 

・減免申請書 

・創業日が確認できる書類 

（認定日から 5 年が経過してる場合） 

４ 
「創造的新技術研究開発計画認定要綱」に基づく創造的新技術研究開発

計画の認定を受けた県内中小企業が実施する計画認定に係る試験等 
認定された期間 ５０％ 

・認定書の写し 

・認定期間が確認できる書類 

・減免申請書 

５ 

「神奈川県産業集積支援事業認定要綱」に基づく事業認定（「インベス

ト神奈川 2ndステップ」の事業認定）を受けた県内の中小企業者が実施

する当該認定に係る試験等 

５年間 

（認定日から起算して 5 年間） 
５０％ 

・認定書の写し 

・計画書の写し 

・減免申請書 

６ 

「神奈川県企業立地支援事業認定要綱」に基づく事業認定（「セレクト

神奈川 100」の事業認定）を受けた県内の中小企業者が実施する当該認

定に係る試験等 

５年間 

（認定日から起算して 5 年間） 
５０％ 

・認定書の写し 

・計画書の写し 

・減免申請書 

７ 
「かながわイノベーション戦略的支援事業」として事業認定を受けた県

内の中小企業者が実施する当該認定に係る試験等 
認定された期間 ５０％ 

・認定書の写し 

・計画書の写し 

・減免申請書 

８ 

「神奈川県企業立地支援事業（セレクト神奈川ＮＥＸＴ）認定要綱」に

基づく事業認定を受けた県内の中小企業者が実施する当該認定に係る

試験等 

５年間 

（認定日から起算して 5 年間） 
５０％ 

・認定書の写し 

・計画書の写し 

・減免申請書 

「減免申請書」は KISTEC海老名本部事業化支援部支援企画課にお問い合わせください。 


